福井県の非正規社員教育訓練制度の利用を希望される皆さんへ

（福井県非正規社員教育訓練支援事業）
給付金を受けるためには、支給を受けようとされる方ご本人が次の　　の手続をすることが必要です。よく読んで必要な手続を行ってください。
―窓　口―
　申請やご相談の窓口は次のとおりです。
いずれの窓口でも結構です。
　　・指定講座のある各民間教育訓練機関

　　・ふくいジョブカフェ（福井商工会議所ビル内）
　　・ミニジョブカフェ敦賀（敦賀市男女共同参画センター内）

　　・ミニジョブカフェ小浜（小浜市ボランティア市民活動交流センター内）

　　・ふくい女性活躍支援センター（ユー・アイふくい内）

　　・県労働政策課（県庁内）

―受講を始める前に―

講座指定申請
・講座指定申請書（各窓口に用紙あり）に記入し、ご本人が窓口に提出してください。
・申請の際は運転免許証または健康保険証を窓口に提示してください。
・県の受付連絡を受けた後から受講開始が可能となります。
（県の受付連絡は窓口から伝えられます。）
　　　（これまで働いたことがない方（講座指定申請書⑬で□受講資格ありをチェックされた方）は、確認書の様式を窓口で受け取ってください。）
講座指定

· 県から申請者に講座指定通知書が送付されます。

（支給申請書の用紙が同封されます。）
―受　講―

受　講

・支給を受けるためには受講修了が必要です。

―支給申請をする前に―
求職申込
・支給を受けようとされる方はハローワークで求職申込（既に求職申込をされている方は不要）を行ってください。その際、県から送付された講座指定通知書を提示してください。
・併せて、ハローワークで雇用保険による教育訓練給付金支給要件照会票を記入し、教育訓練給付金支給要件回答書を受け取ってください。

（なお、照会はご本人の住居所を管轄するハローワークで行ってください。また、照会の際は、運転免許証、健康保険証、雇用保険受給資格者証等のいずれか（コピー可）を添付書類として提出することが必要となります。）
（ハローワークで教育訓練給付金支給要件回答書の発行を受けられない場合は確認書を記入してください。確認書の様式のない方は前ページに記載の窓口で受け取ってください。）
―受講修了し、求職申込を終えられたら―
支給申請

・受講修了の翌日から１ヶ月以内に支給申請書と添付書類を窓口に提出してください。

・①支給申請書は本人があらためて窓口に提出してください。
・添付書類は次の②～⑥です。
②教育訓練機関の長が証明する修了証明書の写し
③教育訓練機関の長が発行した領収書等
④申請者本人名義の預金通帳の写し（口座番号、口座名義等の記載ページ）またはキャッシュカードの写し
⑤ハローワークカード（求職申込後、ハローワークから本人に交付される）の写し
⑥ハローワークが発行する教育訓練給付金支給要件回答書または確認書
支給決定
・県から申請者に支給決定書を送付します。
支給

　　・申請者の指定した口座に給付金が振り込まれます。
アンケート

・給付金を受給された方に正社員になったか否かについて県からアンケートを送りますのでご回答をお願いします。






（※裏面へ）
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